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○練馬区教育委員会事務局設置規則

昭和27年11月1日
教規則第2号

最近改正　平成元年12月21日教規則第12号

練馬区教育委員会事務局は、東京都練馬区豊玉北六丁目12番1号にこれを設置する。
付　則

この規則は、昭和27年11月1日から施行する。
付　則(昭和49年11月教規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月18日から適用する。
付　則(昭和59年3月教規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月9日から適用する。
付　則(平成元年12月教規則第12号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。
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